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成 25年 (ワ )第 5815号

位 確 認 等 請 求 事 件

告  吉  井  康  雄

告  学校 法人大阪経済大学 外 2名

大阪地方裁判所 第 5民事部 4係 御中

童
日 (6)

上記被告 ら3名 訴訟代理人

弁護士  寺  内

睦 005/028

平

地

原

被

平成 26年 8月 8日

夕l」

号証
標  目

(原本・写 しの別 )

作成者 立 証 趣 旨

乙 28

の 1

20041029特 任教員

推薦 委 員会 簡略

まとめ

写 し 岸 田 祐和 特任教員推薦委員会が経済学部 A
教授 を2005年度特任教員 に推薦 した

こと。

乙 28

の 2

大阪経 済大学 経済

学部教授会議事録

(2004年 10月 29日

開催 )

写 し 大阪経済大

学経済学部

教授会

乙 28の 1で推薦 され たA教授 に

ついて,教授 会で特任教員任用 につ

いて継続審議になったこと。

乙L28

の 3

20041105特任教員

推薦委員会 簡略

まとめ

写 し 岸 田 祐和 乙 28の 2を 受けて,特任教員推

薦委員会が,A教 授の計画書につい

て学部長を介 して再度提出を依頼 し

たこと。

乙L28

の 4
大阪経済大学経済

学部教授会議事録

(2004年 H月 12日

開催 )

写 し 大阪経済大

学経済学部

教授会

教授会 において,乙 28の 3に よ

り提 出 され た A教授 の修 正 され た
「今後 3年 間の授業計画」について

継続審議 となったこと。
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号 証
標  目

(原本・写 しの別 )

作成者 立 証 趣 旨

ZL28

の 5

の 1

特任教員推薦 委員

会記録 (2004年 12

月2日 開催分 )

写 し 特任教員推

薦委員会

特任教員推薦委員会においてA教
授の特任教員の推薦について再検討
することになったこと。

乙28

の 5

の 2

大阪経済大学経済

学部教授会議事録

(2004年 12月 3日 開

催 )

写 し 大阪経済大

学経済学部

教授会

特任教員推薦委員会においてA教
授の特任教員の推薦について再検討
することが,教授会で報告 されたこ
と。

乙 28

の 6

の 1

20041209特任教員

推薦委員会 簡略

まとめ

写 し 特任教員推

薦委員会

特任教員推薦委員会が ,A教 授 の

特任教員推薦 (乙 28の 1)を 取 り
消 し,推薦 しない ことを決定 したこ
と。

乙 28

の 6

の 2

大阪経済大学経済

学部教授会議事録

(2004年 12月 10日

開催 )

写 し 大阪経済大

学経済学部

教授会

大阪経 済大学経済学部教授会は ,

乙 28の 6の 1を 受 け,議題 として

取 り扱わないことになったこと。

乙 29 大阪経済大学経済

学部教授会議事録

(2005年 10月 14日

開催 )

写 し 同  上 2005年 10月 14日 開催 の経 済学部教
授会にお いて,特任教員推薦委員会
で B教授 について,2006年 度特任教
員 に推薦 され ない ことが決定 され た

旨の報告が されたこと。

乙30 「教育職員定年退

職者」表

写 し 大阪経済大

学事務局

甲 13と して提出され ている大阪地
裁平成 17年 (ヨ )第 10015号 事
件 (里上事件)の主張書面中の乙 24
(個 人名は黒塗 り。手書 き部分は事務

局職員が記入 )。

乙 31 乙 30(里 上事件

の乙 24)の 訂正

表

写 し 被  告 甲 13と して提出されている大阪地
裁平成 17年 (ヨ )第 10o15号 事
件 (里上事件)の主張書面中の乙24
(個 人名は黒塗 り)を訂正す るため ,

同事件 で 乙 31と して提 出 された も
の。

以 上


